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会議の概要(議事録) 

 

会議 の名 称 
（番号） 

１－２３ 
令和６年度 第２回すみだ共生社会推進センター運営委員会 

開 催 日 時  令和６年１１月６日（水）午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

開 催 場 所 すみだ共生社会推進センター  

出 席 者 数 

【委 員】 １２人 

大石 あつ子  内田 淳    国松 てるみ   小西 純也 

志波 洋子   杉山 敦志   髙林 マリ子   武市 海里 

西澤 直子  （欠席：眞能 貴代、坂根 慶子） （５０音順・敬称略） 

すみだ人権同和・男女共同参画事務所長  

すみだ人権同和・男女共同参画事務所男女共同参画主査 

すみだ共生社会推進センター館長 

【事務局】 すみだ共生社会推進センター職員 

会 議 の 公開 

（ 傍 聴 ） 
公開(傍聴できる) 部分公開(部分傍聴できる） 

非公開(傍聴できない) 
傍聴者数 ０人 

議 題 

１ 令和６年度すみだ共生社会推進センター事業等進捗状況及び今後の予定 

  「すみだ共生社会推進センター」名称変更イベントスケジュール 

２ 各協力委員会活動報告 

ア 編集委員会 

イ まつり企画委員会 

ウ 講座委員会 

エ 情報資料委員会 

３ その他 

男女共同参画担当からの報告 

配 付 資 料 
資料１ 「すみだ共生社会推進センター」名称変更イベントスケジュール 

資料２ 各協力委員会活動報告 

会 議 概 要 

１ 開会 

館長から会議の公開と議事録作成のための録音について了解を求め、了承された。 

２ すみだ人権同和・男女共同参画事務所長挨拶 

３ 議事（司会：委員長） 

（１）令和６年度すみだ共生社会推進センター事業等進捗状況及び今後の予定 

当センターの事業等進捗状況及び今後の予定を口頭説明し、「すみだ共生社会

推進センター」名称変更イベントスケジュールについて、資料１に基づき、館長

が説明  

【主な意見、質疑等】 

・デート DV 予防啓発講座の実施校が、北部の 3 校のみなのはなぜか？  

⇒（事務局）校長会から、行政の学校順で実施するとの依頼があったためであ

る。 

  ・デート DV 予防啓発講座は、中学校 3 学年の 3 校のみとのことであるが、受講で

きる機会を均等にするために、指定校でない学校や他の学年はオンライン受講

にしたらどうか。 
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・校長会では輪番と言われたから実施すると聞いている。センターと校長会の認

識に温度差がある。今まで手を挙げて実施してきた学校が漏れることは納得で

きない。 

⇒（事務局）予算については、昨年度も全中学校分を要求した。区立学校にお

ける機会均等の観点で輪番制となった。もちろん学年によっては、実施できな

い場合があるのは認識している。小西委員に指摘いただいたオンラインによる

公開を検討していきたい。 

  ・予算もない中で、機会均等だけでは難しい。研修等を実施して、講師を養成し

ていくことも必要なのではないか？ 

⇒（事務局）教育委員会とも内容を協議していきたい。 

  ・多くの中学生に見てもらうため、動画の公開も必要ではないか？昔の中学生と

は様々な状況が変わってきている。また、常に生徒に寄り添っているのは、担

任や若手教員であるので、研修等の機会を設けてほしい。 

⇒（事務局）教育委員会とも内容を協議していきたい。 

  ・講座等の進捗状況については、一覧表等で提示してほしい。 

   ⇒（事務局）次回より一覧表を作成し、報告する。 
・ロゴマークを第３回運営委員会で決定するが、事前にデータ提供はしてもらえ

るか？ 
⇒（事務局）事前に提供する方向で検討している。 

  ・ロゴマークの作成をＡＩ（ＣｈａｔＧＰＴ）で行う可能性もあるので注意して

ほしい。 

   ⇒（事務局）どのような方法が取れるか検討する。 

（２）各協力委員会活動報告 

各協力委員会の委員長から資料２を用いて報告（講座委員会及び情報資料委員

会は紙面報告） 

（３）その他 

男女共同参画担当からの報告  

   ・「男女共同参画推進プラン第 5次」の令和 5 年度進捗状況報告について説明 

   ・「人生 100 年時代シニアライフでも充実した毎日を送るために知っておきた

いこと」について令和 6年 11 月 16 日(土)開催案内 

 ・「女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣事業」について令和 7年 1   

月 10 日まで申込み案内 

【主な意見、質疑等】 

   特になし 

４ 閉会 

館長より次回の運営委員会は、令和６年２月中旬頃開催予定と説明した。 

 

会議の概要は以上である。 

所 管 課 
総務部 すみだ人権同和・男女共同参画事務所 すみだ共生社会推進センター 

（電話 5608－1771） 

 


